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寛
文
二
年(

一
六
六
二)

二
月
二
十
二
日
以
降
の
「
越
ヶ
谷
領
内
」
土
屋
領
の
変
遷

秦
野

秀
明

は
じ
め
に

『
寛
政
重
修
諸
家
譜
』
土
屋
但
馬
守
数
直
の
項
目(

１)

に
よ
れ
ば
、
寛
文
二
年(

一
六
六
二)

二
月
二
十
二
日
、「
武
蔵
国
埼
玉
郡
越
谷(

マ

マ)

領
の
内
に
を
い
て
五
千
石
を
加
増
せ
ら
れ
て
一
萬
石
を
領
す
」、
寛
文
四
年(

一
六
六
四)

六
月
十
三
日
、「
武
蔵
国
多
摩
埼
玉
、
相
模
国

三
浦
三
郡
の
内
に
を
い
て
五
千
石
を
加
へ
ら
る
」、
寛
文
九
年(

一
六
六
九)

六
月
二
十
五
日
、「
常
陸
国
新
治
、
信
太
、
筑
波
、
武
蔵
国
埼

玉
四
郡
の
う
ち
に
を
い
て
、
一
萬
石
を
加
増
あ
り
。
す
べ
て
四
萬
五
千
石
を
領
す
」
と
い
う
記
載
が
あ
る
。

延
宝
八
年(

一
六
八
〇)

十
二
月
の
「
袋
山
細
沼
家
文
書
」(

２)

に
お
い
て
、
土
屋
相
模
守(

政
直)

が
荻
島
村
を
領
地
と
し
た
記
載
が
あ
る

が
、『
新
編
武
蔵
風
土
記
稿
』(

３)

に
よ
れ
ば
、
土
屋
但
馬
守
及
び
土
屋
相
模
守
が
領
地
と
し
た
記
録
の
あ
る
村
々
と
し
て
、
神
明
下
村
、

西
新
井
村
、
大
間
野
村
の
「
三
ヶ
村
」
の
み
の
記
載
が
あ
り
、
荻
島
村
の
名
は
な
い
。

つ
ま
り
、
寛
文
年
間
に
「
越
ヶ
谷
領
内
」
に
土
屋
但
馬
守
の
領
地
が
あ
っ
た
記
録
や
、
延
宝
年
間
に
荻
島
村
に
土
屋
相
模
守
の
領
地
が

あ
っ
た
記
録
は
、『
新
編
武
蔵
風
土
記
稿
』
の
完
成
し
た
文
政
十
三
年(

一
八
三
〇)

前
後
に
は
、
正
確
に
は
伝
承
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
可
能

性
が
高
い
。
ゆ
え
に
、
寛
文
二
年(

一
六
六
二)

二
月
二
十
二
日
以
降
の
「
越
ヶ
谷
領
内
」
の
土
屋
領
の
変
遷
を
調
査
し
た
。

寛
文
年
間
の
「
越
ヶ
谷
領
内
」
土
屋
領

『
新
編
武
蔵
風
土
記
稿
』(

４)

に
よ
れ
ば
、「
越
ヶ
谷
領
」
と
し
て
、
越
ヶ
谷
宿
、
大
澤
町
、
花
田
村
、
荻
島
村
、
袋
山
村
、
野
島
村
、

後
谷
村
、
砂
原
村
、
神
明
下
村
、
四
町
野
村
、
七
左
衛
門
村
、
越
巻
村
、
大
間
野
村
の
「
一
宿
一
町
十
一
ヶ
村
」
の
記
載
が
あ
る
。

『
土
浦
市
史
』
附
録(

５)

に
よ
れ
ば
、
出
典
が
記
載
さ
れ
て
い
な
い
が
、
土
屋
氏
の
領
地
と
し
て
、
寛
文
四
年(

一
六
六
四)

に
は
、
荻
島

村
、
西
新
井
村
、
末
田
村
、
砂
原
村
、
小
曽
川
村
、
後
谷
村
、
野
島
村
、
越
巻
村
の
「
八
ヶ
村
」、
寛
文
九
年(

一
六
六
九)

に
は
、
神
明

下
村
、
七
左
衛
門
新
田(

マ
マ)

を
追
加
し
た
「
十
ヶ
村
」
の
記
載
が
あ
る
。

『
武
蔵(

正
保)

田
園
簿
』(

６)

の
記
載
を
利
用
す
れ
ば
、
寛
文
年
間
に
は
未
だ
分
村
さ
れ
て
い
な
い
越
巻
村
を
除
く
、
寛
文
四
年(

一
六

六
四)

の
「
七
ヶ
村
」
の
合
計
四
千
八
百
七
十
三
石
余
、
寛
文
九
年(

一
六
六
九)

の
「
九
ヶ
村
」
の
合
計
六
千
八
百
九
十
六
石
余
が
、
判
明

す
る
。
こ
の
各
年
度
に
お
け
る
合
計
石
高
は
、
土
屋
氏
の
領
地
と
し
て
、『
寛
政
重
修
諸
家
譜
』(

１)
に
記
載
さ
れ
て
い
る
埼
玉
郡
越
谷(

マ

マ)

領
内
の
村
々
の
合
計
石
高
の
推
移
と
し
て
、
大
凡
当
て
は
ま
る
。

『
寛
政
重
修
諸
家
譜
』
土
屋
相
模
守
政
直
の
項
目(

７)

に
よ
れ
ば
、
延
宝
七
年(

一
六
七
九)

五
月
十
日
、(
四
月
二
日
に
亡
く
な
っ
た
父

但
馬
守
数
直
か
ら)

「
遺
領
を
継
」
と
の
記
載
が
あ
る
の
で
、
荻
島
村
が
土
屋
氏
の
領
地
で
あ
っ
た
こ
と
に
加
え
、
前
述
の
延
宝
八
年(

一

六
八
〇)

十
二
月
の
「
袋
山
細
沼
家
文
書
」
の
記
載
は
、
正
し
い
こ
と
が
判
明
し
た
。

む
す
び
に
か
え
て

今
回
の
調
査
で
、『
新
編
武
蔵
風
土
記
稿
』
に
お
い
て
土
屋
但
馬
守
及
び
土
屋
相
模
守
が
領
地
と
し
た
記
録
の
あ
る
村
々
の
記
載
は
、
必

ず
し
も
正
し
く
は
な
い
こ
と
が
判
明
し
、
ま
た
、
重
要
な
仮
説
と
し
て
、『
新
編
武
蔵
風
土
記
稿
』(

８)

に
お
い
て
、「
越
ヶ
谷
領
」
と
し
て

で
は
な
く
、「
岩
槻
領
」
と
し
て
記
載
さ
れ
る
村
々
で
あ
る
西
新
井
村
、
末
田
村
、
小
曽
川
村
の
「
三
ヶ
村
」
は
、
少
な
く
と
も
寛
文
年
間

ま
で
は
、「
越
ヶ
谷
領
」
で
あ
っ
た
可
能
性
が
考
え
ら
れ
る
こ
と(

９)

も
、
同
時
に
判
明
し
た
。

最
後
に
、
そ
の
後
の
「
越
ヶ
谷
領
内
」
の
土
屋
領
の
変
遷
に
関
し
て
述
べ
る
と
、
天
和
二
年(

一
六
八
二)

二
月
十
二
日
の
土
屋
相
模
守

政
直
の
転
封(

７)

に
よ
り
、
天
和
二
年(

一
六
八
二)

三
月
二
十
九
日
に
、
土
屋
領
の
一
部
が
、
堀
田
豊
前
守
正
休
の
領
地(

10)

と
な
り
、

元
禄
十
一
年(

一
六
九
八)

三
月
七
日
の
堀
田
豊
前
守
正
休
の
転
封(

10)

に
よ
り
、
元
禄
十
二
年(

一
六
九
九)

正
月
十
一
日
に
、
か
つ
て
の

土
屋
領
の
一
部
で
あ
っ
た
砂
原
村
、
後
谷
村
の
「
二
ヶ
村
」
の
み
が
、
米
倉
丹
後
守
昌
忠(

昌
尹)

の
領
地(

11)

と
な
り
、
そ
の
後
は
代
々
、

米
倉
氏
の
領
地
と
し
て
、
明
治
維
新
を
迎
え
た
。

注

(

１)

『
寛
政
重
修
諸
家
譜
』
第
二

土
屋
但
馬
守
数
直
の
項
目
、
続
群
書
類
従
完
成
会
、
一
九
八
三
、
一
八
九
頁

(

２)

「
袋
山
細
沼
家
文
書
」『
越
谷
市
史
』
第
三
巻

史
料
一
、
越
谷
市
、
一
九
七
三
、
五
一
〇
・
五
一
一
頁

(

３)

『
新
編
武
蔵
風
土
記
稿
』［
第
三
期
］
第
十
巻
、
雄
山
閣
、
一
九
六
三
、
一
四
四
・
一
五
一
・
一
五
三
頁

(

４)

『
新
編
武
蔵
風
土
記
稿
』［
第
三
期
］
第
十
巻
、
雄
山
閣
、
一
九
六
三
、
一
四
七
～
一
五
四
頁

(

５)

『
土
浦
市
史
』、
土
浦
市
史
編
さ
ん
委
員
会
編
、
土
浦
市
史
刊
行
会
、
一
九
七
五
、
附
録

(

６)

『
武
蔵(

正
保)

田
園
簿
』、
近
藤
出
版
社
、
一
九
七
七
、
一
五
〇
・
一
五
二
頁

(

７)

『
寛
政
重
修
諸
家
譜
』
第
二

土
屋
相
模
守
政
直
の
項
目
、
続
群
書
類
従
完
成
会
、
一
九
八
三
、
一
八
九
～
一
九
一
頁
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(
８)

『
新
編
武
蔵
風
土
記
稿
』［
第
三
期
］
第
十
巻
、
雄
山
閣
、
一
九
六
三
、
一
三
八
・
一
四
四
～
一
四
六
頁

(
９)
『
武
蔵
国
郡
村
誌
』
第
十
一
巻
、
埼
玉
県
立
図
書
館
、
一
九
五
四
、
三
三
二
頁

「
末
田
村

本
村
古
来
越
ヶ
谷
領
に
属
す

新
編
武
蔵
風
土
記
に
岩
槻
領
と
載
す
然
れ
ど
も

該
村
に
存
す
る
天
正
宝
永
頃
の
古
書
に
本
領
に
作
る
因
り
て
玆
に
訂
正
す
」

加
藤
幸
一
「
平
成
十
四
年
度
調
査

荻
島
地
区
石
仏
」、
越
谷
市
立
図
書
館
蔵
、
二
〇
〇
三
、
三
九
頁

加
藤
幸
一
氏
の
調
査
・
解
読
に
よ
れ
ば
、
旧
小
曽
川
村
慈
眼
寺
跡
墓
地
に
、
寛
文
二
年(

一
六
六
二)

七
月
十
四
日
造
立
の

「
地
蔵
菩
薩
像
付
き
百
堂
巡
礼
塔
」
が
あ
り
、「
越
ヶ
谷
内
小
曽
河
村
」
と
刻
ま
れ
て
い
る(

太
字
・
傍
線
筆
者)

。

(

１０)

『
寛
政
重
修
諸
家
譜
』
第
十

堀
田
豊
前
守
正
休
の
項
目
、
続
群
書
類
従
完
成
会
、
一
九
八
四
、
四
一
四
・
四
一
五
頁

(

１１)

『
寛
政
重
修
諸
家
譜
』
第
三

米
倉
丹
後
守
昌
忠(

昌
尹)

の
項
目
、
続
群
書
類
従
完
成
会
、
一
九
八
四
、
二
八
八
頁

「
弘
化
二
年
十
二
月
米
倉
氏
系
譜
」『
神
奈
川
県
史
』
資
料
編
五

近
世
、
神
奈
川
県
、
一
九
七
二
、
九
四
二
頁

「
天
保
九
年
六
浦
藩
郷
村
高
辻
帳
」『
神
奈
川
県
史
』
資
料
編
五

近
世
、
神
奈
川
県
、
一
九
七
二
、
九
五
六
頁

寛
文
二
年(

一
六
六
二)

二
月
二
十
二
日
以
降
の
「
越
ヶ
谷
領
内
」
土
屋
領
の
変
遷
の
年
表(

追
記
、
太
字
、
傍
線
、
西
暦
筆
者)

土
屋
但
馬
守
数
直

寛
文
二
年(

一
六
六
二)

二
月
二
十
二
日

寛
文
二
年
二
月
二
十
二
日
若
年
寄
と
な
り
、
武
蔵
国
埼
玉
郡
越
谷(

マ
マ)

領
の
内
に
を
い
て
、

五
千
石
を
加
増
せ
ら
れ
一
萬
石
を
領
す
。

※
『
寛
政
重
修
諸
家
譜
』
第
二
、
続
群
書
類
従
完
成
会
、
一
九
八
三
、
一
八
九
頁

寛
文
四
年(

一
六
六
四)

六
月
十
三
日

(

寛
文
四
年)

六
月
十
三
日
武
蔵
国
多
摩
埼
玉
、
相
模
国
三
浦
三
郡
の
内
に
を
い
て
、

五
千
石
を
加
へ
ら
る
。

※
『
寛
政
重
修
諸
家
譜
』
第
二
、
続
群
書
類
従
完
成
会
、
一
九
八
三
、
一
八
九
頁

寛
文
九
年(

一
六
六
九)

六
月
二
十
五
日

(

寛
文)

九
年
六
月
二
十
五
日
土
浦
城
を
た
ま
ひ
、
常
陸
国
新
治
、
信
太
、
筑
波
、

武
蔵
国
埼
玉
四
郡
の
う
ち
に
を
い
て
、
一
萬
石
を
加
増
あ
り
。
す
べ
て
四
萬
五
千
石
を
領
す
。

※
『
寛
政
重
修
諸
家
譜
』
第
二
、
続
群
書
類
従
完
成
会
、
一
九
八
三
、
一
八
九
頁

延
宝
七
年(

一
六
七
九)

四
月
二
日

(

延
宝
七
年)

四
月
二
日
卒
す
。
年
七
十
二
。

※
『
寛
政
重
修
諸
家
譜
』
第
二
、
続
群
書
類
従
完
成
会
、
一
九
八
三
、
一
八
九
頁

土
屋
相
模
守
政
直

寛
文
五
年(

一
六
六
五)

十
二
月
二
十
七
日

寛
文
五
年
十
二
月
二
十
七
日
相
模
守
に
あ
ら
た
む
。

※
『
寛
政
重
修
諸
家
譜
』
第
二
、
続
群
書
類
従
完
成
会
、
一
九
八
三
、
一
八
九
頁

延
宝
七
年(

一
六
七
九)

五
月
十
日

延
宝
七
年
五
月
十
日
遺
領
を
継
、

※
『
寛
政
重
修
諸
家
譜
』
第
二
、
続
群
書
類
従
完
成
会
、
一
九
八
三
、
一
八
九
頁

延
宝
八
年(

一
六
八
〇)

十
二
月

[

前
略]

一

此
以
前
荻
嶋
村
耕
地
之
内
落
堀
当
り
申
所
ニ
彼
村
土
屋
相
模
守
様
へ
御
知
行
ニ

相
渡
リ
申
候
以
後
、
荻
嶋
村
ゟ
落
堀
築
留
申
候
故
水
落
可
申
様
無
御
座
候
御
事

[

中
略]

延
宝
八
申
年
十
二
月

[

後
略]

※
「
延
宝
八
年(

一
六
八
〇)

十
二
月

袋
山
村
外
四
カ
村
新
川
堀
替
願
」

(｢

袋
山
細
沼
家
文
書｣

明
治
大
学
蔵)

『
越
谷
市
史
』
第
三
巻

史
料
一
、
越
谷
市
、
一
九
七
三
、
五
一
〇
・
五
一
一
頁

天
和
二
年(

一
六
八
二)

二
月
十
二
日

(

天
和)

二
年
二
月
十
二
日
土
浦
を
あ
ら
た
め
て
田
中
城
を
賜
ひ
、
駿
河
国
志
太
、
益
津
、

遠
江
国
榛
原
、
城
東
、
上
総
国
山
邊
、
常
陸
国
茨
城
六
郡
の
内
に
を
い
て

四
萬
五
千
石
を
領
し
、

※
『
寛
政
重
修
諸
家
譜
』
第
二
、
続
群
書
類
従
完
成
会
、
一
九
八
三
、
一
九
〇
頁
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元
禄
十
四
年(

一
七
〇
一)

十
二
月

[

前
略]

一

越
ヶ
谷
領
砂
原
村
御[

中
略]

先
年
土
屋
但
馬
守
様
御
知
行
高
七
千
石
、

百
姓
家
数
弐
百
五
拾
三
軒
ニ
而
御
普
請
被
遊
被
下
候
場
ニ
御
座
候
、[

後
略]

※
「
元
禄
十
四
年(

一
七
〇
一)

十
二
月

砂
原
村
普
請
場
割
合
願
」

(

「
砂
原
村
松
沢
家
文
書
」
市
史
編
さ
ん
室
蔵)

『
越
谷
市
史
』
第
三
巻

史
料
一
、
越
谷
市
、
一
九
七
三
、
五
一
一
頁

土
屋
領

砂
原
村
・
後
谷
村

※

出
典
不
明

※
『
越
谷
市
史
第
一
巻

通
史
上
』、
越
谷
市
役
所
、
一
九
七
五
、
四
五
八
～
四
六
〇
頁

神
明
下
村
・
槐
戸
新
田(

マ
マ)

村(

後
の
七
左
衛
門
村
・
越
巻
村
・
大
間
野
村)

※

出
典
不
明

※
『
越
谷
市
史
第
一
巻

通
史
上
』、
越
谷
市
役
所
、
一
九
七
五
、
四
五
八
～
四
六
〇
頁

堀
田
豊
前
守
正
休

天
和
二
年(

一
六
八
二)

三
月
二
十
九
日

(

天
和)

二
年
三
月
二
十
九
日
徳
松
殿(

綱
吉
子)

に
附
属
せ
ら
れ
西
城
に
候
す
。

こ
の
日
廩
米
を
あ
ら
た
め
て
、
上
野
国
多
胡
、
緑
埜
、
甘
楽
、
武
蔵
国
埼
玉
四
郡

の
う
ち
に
を
い
て
、
一
萬
石
を
た
ま
ひ
、
上
野
国
吉
井
を
居
所
と
す
。

※
『
寛
政
重
修
諸
家
譜
』
第
十
、
続
群
書
類
従
完
成
会
、
一
九
八
四
、
四
一
四
頁

元
禄
十
一
年(

一
六
九
八)

三
月
七
日

元
禄
十
一
年
三
月
七
日
領
地
を
あ
ら
た
め
て
、
近
江
国
甲
賀
、
坂
田
、
蒲
生
、
愛
知
四
郡

の
う
ち
に
う
つ
さ
れ
、
坂
田
郡
宮
川
を
居
所
と
す
。

※
『
寛
政
重
修
諸
家
譜
』
第
十
、
続
群
書
類
従
完
成
会
、
一
九
八
四
、
四
一
五
頁

元
禄
十
四
年(

一
七
〇
一)

十
二
月

[

前
略]

一

堀
田
豊
前
守
様
御
知
行
高
四
千
七
百
石
、
百
姓
家
数
百
五
拾
三
軒
ニ
而
、

寅
ノ
年
丑
年
ニ
川
欠
ケ
弐
百
七
間
御
普
請
被
遊
被
下
候
、[
後
略]

※
「
元
禄
十
四
年(

一
七
〇
一)

十
二
月

砂
原
村
普
請
場
割
合
願
」

(

「
砂
原
村
松
沢
家
文
書
」
市
史
編
さ
ん
室
蔵)

『
越
谷
市
史
』
第
三
巻

史
料
一
、
越
谷
市
、
一
九
七
三
、
五
一
一
頁

堀
田
領

砂
原
村
・
後
谷
村
・
荻
島
村

※

出
典
不
明

※
『
越
谷
市
史
第
一
巻

通
史
上
』、
越
谷
市
役
所
、
一
九
七
五
、
四
五
八
～
四
六
〇
頁

米
倉
丹
後
守
昌
忠(

昌
尹)

元
禄
十
二
年(

一
六
九
九)

正
月
十
一
日

(

元
禄)

十
二
年
正
月
十
一
日
五
千
石
の
領
地
の
新
恩
あ
り
、
武
蔵
国
埼
玉
、
久
良
岐
、
多
摩
、

相
模
国
大
住
、
上
野
国
碓
氷
、
下
野
国
都
賀
、
阿
蘇
等
の
数
郡
の
う
ち
に
を
い
て
、

す
べ
て
一
萬
五
千
石
を
領
す
。

※
『
寛
政
重
修
諸
家
譜
』
第
三
、
続
群
書
類
従
完
成
会
、
一
九
八
四
、
二
八
八
頁

同(

元
禄)

十
二
己
卯
年
正
月
十
一
日
御
加
恩
五
千
石
拝
領
、

武
蔵
国
埼
玉
郡
之
内
弐
箇
村
後
谷
村
、
砂
原
村
、[

中
略]

、

都
合
壱
万
五
千
石
ニ
被
成
下
、
同
年
二
月
廿
五
日
領
知
目
録
頂
戴
之
仕
候
、

※
弘
化
二
年(

一
八
四
五)

十
二
月
「
米
倉
氏
系
譜
」

『
神
奈
川
県
史
』
資
料
編
五

近
世
、
神
奈
川
県
、
一
九
七
二
、
九
四
二
頁

元
禄
十
四
年(

一
七
〇
一)

十
二
月

[

前
略]

一

三
年
以
前
寅
ノ
五
月
中
、
御
割
郷
ニ
被
為

仰
付
御
知
行
ニ
相
渡
り
、
久
下
作
左
衛
門

様
御
手
代
衆
御
割
合
被
成
候
、
砂
原
村
高
六
百
七
拾
八
石
四
斗
六
升
六
合
、

内
三
百
三
拾
石
余
百
姓
拾
弐
軒

米
倉
長
門
守
様
御
知
行
所
、
残
而
三
百
四
拾
弐
石
余
百
姓
拾
弐
軒
御
預
所
ニ
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御
割
合
被
為
仰
付
候
、[

後
略]

※
「
元
禄
十
四
年(

一
七
〇
一)

十
二
月

砂
原
村
普
請
場
割
合
願
」

(

「
砂
原
村
松
沢
家
文
書
」
市
史
編
さ
ん
室
蔵)

『
越
谷
市
史
』
第
三
巻

史
料
一
、
越
谷
市
、
一
九
七
三
、
五
一
一
頁

米
倉
丹
後
守
昌
照

宝
永
二
年(

一
七
〇
五)
四
月
二
十
九
日

其
後
丹
後
守
昌
照
代
ニ
至
宝
永
二
乙
酉
年
四
月
廿
九
日

御
朱
印
頂
戴
仕
、

武
蔵
国
埼
玉
郡
之
内
弐
箇
村
後
谷
村
・
砂
原
村
、[

中
略]

、

都
合
壱
万
弐
千
石
長
門
守
昌
明
以
後
領
知
仕
候
、

※
弘
化
二
年(

一
八
四
五)

十
二
月
「
米
倉
氏
系
譜
」

『
神
奈
川
県
史
』
資
料
編
五

近
世
、
神
奈
川
県
、
一
九
七
二
、
九
四
五
頁

宝
永
二
年(

一
七
〇
五)

六
月

覚

一

高
三
百
四
拾
弐
石
五
斗
弐
升
壱
合

越
ヶ
谷
領
之
内
砂
原
村

名
主
源
右
衛
門

[

中
略]

宝
永
二
歳
乙
酉
六
月

米
倉
主
計
家
来

大
浜
弥
次
右
衛
門
㊞

右
之
村
名
主
惣
百
姓
中

※
「
宝
永
二
年(

一
七
〇
五)

六
月

砂
原
村
名
主
役
申
渡
」

(

「
砂
原
村
松
沢
家
文
書
」
市
史
編
さ
ん
室
蔵)

『
越
谷
市
史
』
第
三
巻

史
料
一
、
越
谷
市
、
一
九
七
三
、
三
三
〇
頁

米
倉
丹
後
守
保
教(

忠
仰)

享
保
七
年(

一
七
二
二)

七
月
二
十
七
日

(

下
野
国
都
賀
郡)

皆
川
の
居
所
を
、
武
蔵
国
久
良
岐
郡
金
澤
に
う
つ
す
。

※
『
寛
政
重
修
諸
家
譜
』
第
三
、
続
群
書
類
従
完
成
会
、
一
九
八
四
、
二
八
九
頁

米
倉
領

天
保
九
年(

一
八
三
八)

埼
玉
郡
之
内
後
谷
村

高
：
三
百
八
拾
六
石
四
升
四
合

砂
原
村

高
：
六
百
七
拾
八
石
四
斗
六
升
六
合

※
「(

六
浦
藩)

郷
村
高
辻
帳
」

『
神
奈
川
県
史
』
資
料
編
五

近
世
、
神
奈
川
県
、
一
九
七
二
、
九
五
六
～
九
五
八
頁

『
新
編
武
蔵
風
土
記
稿
』
に
み
る
土
屋
領
該
当
地
区
及
び
近
郷(

追
記
、
太
字
、
傍
線
、
西
暦
筆
者)

「
岩
槻
領
」

末
田
村

當
村
固
よ
り
岩
槻
領
な
り
し
由
を
傳
れ
ど
、
正
保
の
郷
帳
に
は
伊
奈
半
十
郎
が
御
代
官
所
の
外
、

金
剛
院
浄
音
寺
領
と
見
え
た
り
、
後
岩
槻
城
附
の
領
地
と
な
り
し
よ
り
、
今
も
大
岡
主
膳
正
が
領
す
る
所
な
り
、

長
島
村

當
村
古
は
西
新
井
新
田
と
唱
へ
し
を
、
元
禄
八
年(

一
六
九
五)

酒
井
河
内
守
検
地
し
て
一
村
と
な
し
、
今
の
如
く
村
名
を
改
め
、

同
十
年(

一
六
九
七)

よ
り
御
料
と
な
り
、
其
後
永
井
伊
豆
守
に
賜
り
し
が
、
宝
永
年
中
上
り
て
御
料
に
復
し
今
も
し
か
り
、

谷
中
村

谷
中
村
古
は
四
丁
野
村
の
新
田
に
し
て
、
四
町
野
新
田
谷
中
組
、
或
は
四
丁
野
村
の
内
谷
中
村
な
ど
唱
へ
し
が
、

元
禄
八
年(

一
六
九
五)

酒
井
河
内
守
検
地
の
と
き
、一
村
に
分
ち
し
と
云
、元
禄
改
定
の
国
図
に
始
て
載
た
れ
ば
さ
も
あ
る
べ
し
、[

中
略]

、

當
村
御
入
国
の
後
御
料
所
な
り
し
が
、
宝
永
二
年(

一
七
〇
五)

岩
槻
城
主
小
笠
原
佐
渡
守
が
、
領
地
に
賜
り
し
よ
り
城
附
の
領
に
し
て
、

今
大
岡
主
膳
正
領
せ
り
、

西
新
井
村

當
村
御
入
国
の
後
御
料
所
な
り
し
が
、
寛
文
二
年(

一
六
六
二)

土
屋
相
模
守
×(

※
但
馬
守
の
誤
り)

領
地
に
賜
は
り
、
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後
上
り
て
元
禄
十
一
年(

一
六
九
八)

小
笠
原
佐
渡
守
に
賜
は
り
、
是
も
宝
暦
六
年(

一
七
五
六)

上
り
て
御
料
と
な
り
、

同
年
地
を
裂
て
大
岡
出
雲
守
に
賜
は
り
し
よ
り
、
今
は
御
料
及
び
大
岡
主
膳
正
が
領
地
入
會
り
、

(

※
天
和
二
年(

一
六
八
二)

か
ら
元
禄
十
一
年(

一
六
九
八)

ま
で
堀
田
豊
前
守
の
領
地
と
推
測)

小
曽
川
村

當
村
古
よ
り
御
料
所
た
り
し
に
×
、
元
禄
十
一
年(

一
六
九
八)

地
を
裂
て
武
蔵
孫
之
丞
・
高
林
源
右
衛
門
、

同
き
十
三
年(

一
七
〇
〇)

芝
山
小
左
衛
門
に
賜
は
り
、
今
に
御
料
及
び
武
蔵
定
五
郎
・
高
林
健
次
郎
・
芝
山
小
兵
衛
等
が
知
る
所
な
り
、

「
越
ヶ
谷
領
」

越
ヶ
谷
宿

[

前
略]

古
は
騎
西
庄
に
属
し
、
越
ヶ
谷
町
と
呼
し
が
、
延
享
四
年(

一
七
四
七)

よ
り
宿
と
唱
ふ
、[

中
略]

、

古
は
下
に
の
す
る
大
澤
町
は
自
ら
一
村
な
り
し
が
、
其
後
年
代
詳
な
ら
ず
當
宿
に
属
し
、

越
ヶ
谷
町
大
澤
町
の
二
ヶ
所
を
合
せ
て
一
宿
と
す
と
云
、[

中
略]

、
御
打
入
の
後
よ
り
御
料
所
に
て
今
も
然
り

大
澤
町

(

記
載
な
し)

花
田
村

當
所
も
古
よ
り
御
料
所
な
り
、

荻
島
村

當
所
も
古
よ
り
御
料
所
な
り
し
が
×
、
元
禄
十
一
年(

一
六
九
八)
地
を
裂
て
、
大
河
内
金
兵
衛
・
天
野
彦
兵
衛
・
矢
頭
左
近
等
が
采
地
、

餘
は
御
料
所
な
り
、[

中
略]

、
又
後
年
開
き
し
新
田
二
ヶ
所
あ
り
、[
中
略]

、
共
に
高
入
と
な
り
て
、
御
料
に
属
せ
り
、

袋
山
村

御
打
入
の
後
よ
り
御
料
所
に
て
今
に
然
り
、

野
島
村

野
島
村
は
古
岩
槻
領
と
唱
ふ
、[

中
略]

、
こ
こ
も
古
く
よ
り
御
料
な
り
し
が
×
、

元
禄
十
一
年(

一
六
九
八)

五
月
蜂
屋
半
之
丞
・
前
田
五
左
衛
門
二
人
に
賜
ひ
、
今
も
其
子
孫
半
之
丞
・
五
左
衛
門
が
采
地
な
り

後
谷
村

又
隣
村
西
新
井
村
の
内
に
當
村
の
地
あ
り
、[

中
略]

、
共
に
古
よ
り
御
料
所
な
り
し
が
×
、

元
禄
十
一
年(

一
六
九
八)

五
月
×(

※
元
禄
十
二
年(

一
六
九
九)

正
月
十
一
日
の
誤
り)

米
倉
丹
後
守
に
賜
は
れ
り
、[

中
略]

、

後
延
宝
元
年(

一
六
七
三)

七
月
岡
田
五
郎
太
夫
見
取
場
を
改
め
、
こ
こ
も
今
丹
後
守
の
子
孫
領
す
、

砂
原
村

領
主
の
遷
替
検
地
の
年
代
用
水
等
す
べ
て
前
村
に
同
じ
×

又
少
許
の
新
田
あ
り
、
寛
文
十
三
年(

一
六
七
三)

二
月
岡
田
五
郎
太
夫
糺
せ
り
、

神
明
下
村

正
保
の
頃
は
御
料
所
に
属
す
、

又
村
内
神
明
の
縁
起
中
に
、
寛
文
年
中
土
屋
相
模
守
×(

※
但
馬
守
の
誤
り)

當
所
を
領
せ
し
こ
と
を
載
す
、

さ
れ
ば
其
頃
は
彼
の
領
分
に
て
、
後
、
又
御
料
に
復
せ
し
に
や
、

元
禄
十
三
年(

一
七
〇
〇)

村
を
六
分
に
し
て
、
平
岡
主
殿
・
曾
我
七
兵
衛
・
菅
谷
某
・
長
山
彌
三
郎
・
中
条
某
に
賜
ひ
、

餘
は
御
料
所
に
て
、
今
其
子
孫
平
岡
石
見
守
・
曾
我
豊
後
守
・
菅
谷
平
八
郎
・
長
山
彌
三
郎
・
中
条
鉄
太
郎
知
行
及
び
御
料
所
な
り
、

四
町
野
村

正
保
の
頃
は
御
料
所
な
り
し
が
其
後
永
井
伊
賀
守
に
賜
ひ
、

宝
暦
六
年(

一
七
五
六)

上
り
て
御
料
所
に
復
し
今
も
同
じ
、

七
左
衛
門
村

正
保
の
国
図
に
は
新
田
槐
戸
村
と
載
せ
、
元
禄
の
改
に
は
今
の
村
名
に
出
た
り
、[

中
略]

、
開
発
の
後
よ
り
御
料
所
な
り
し
が
×
、

元
禄
十
三
年(

一
七
〇
〇)

平
岡
主
殿
・
曾
我
七
兵
衛
・
長
山
彌
三
郎
・
菅
谷
某
・
中
条
某
に
賜
ひ
、

其
餘
は
御
料
所
に
て
今
子
孫
平
岡
石
見
守
・
曾
我
豊
後
守
・
長
山
彌
三
郎
・
菅
谷
平
八
郎
・
中
条
鉄
太
郎
等
が
采
地
及
び
御
料
所
な
り
、

越
巻
村

越
巻
村
は
七
左
衛
門
村
よ
り
分
村
す
、

元
禄
国
図
に
始
て
七
左
衛
門
村
之
枝
郷
と
載
せ
、
越
巻
の
名
出
た
れ
ば
、
分
れ
し
年
代
も
推
て
知
ら
る
、[

中
略]

、

分
村
の
後
は
、
御
料
所
に
や
、
其
後
永
井
伊
賀
守
領
分
な
り
し
が
、
宝
暦
六
年(

一
七
五
六)

上
り
て
御
料
所
と
な
り
、
今
も
然
り
、

大
間
野
村

大
間
野
村
も
七
左
衛
門
村
の
分
村
に
て
、
凡
て
前
村
に
同
じ
、[

中
略]

、

分
村
の
後
×(

※
元
禄
国
図
に
始
め
て
七
左
衛
門
村
之
枝
郷
と
載
せ
る)

寛
文
四
年(

一
六
六
四)

よ
り
土
屋
但
馬
守
領
分
な
り
し
が
、
天
和
二
年(

一
六
八
二)

上
り
て
御
料
所
と
な
り
、
今
も
然
り
、

※

出
典
『
新
編
武
蔵
風
土
記
稿
』［
第
三
期
］
第
十
巻
、
雄
山
閣
、
一
九
六
三
、
一
四
三
～
一
五
四
頁
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旧
小
曽
川
村
・
慈
眼
寺
跡
墓
地

「
地
蔵
菩
薩
像
付
き
百
堂

巡
礼
塔
」

「
寛
文
二
壬

寅

天
七
月
十
四
日
」

「
越
ヶ
谷
内
小
曽
河
村
」

の
銘
文
よ
り
、
少
な
く
と
も

寛
文
二
年(
一
六
六
二)

ま
で
は
、

小
曽
川
村
が
「
越
ヶ
谷
領
」
で

あ
っ
た
可
能
性
が
考
え
ら
れ
る
。

※
「
銘
文
」
の
調
査
、
解
読
は
、

加
藤
幸
一
氏
に
よ
る
。

越ヶ谷領 正保(「武蔵田園簿」) 越ヶ谷領 元禄(「元禄郷帳」)

越ヶ谷宿 1,135.632石 越ヶ谷宿 1,613.653石

大澤町 828.411石 大澤町 1,064.619石

花田村 231.397石 花田村 245.527石

荻島村(寛文二年：土屋領) 1,342.896石 荻島村 1,342.896石

袋山村 364.227石 袋山村 237.232石

野島村(寛文二年：土屋領) 177.482石 野島村 177.482石

後谷村(寛文二年：土屋領) 386.044石 後谷村 386.044石

砂原村(寛文二年：土屋領) 678.466石 砂原村 678.466石

神明下村(寛文九年：土屋領) 1,002.315石 神明下村 940.975石

四町野村(後の谷中村を含む) 1,139.455石 四町野村 701.488石

新田槐戸村(寛文九年：土屋領)

(後の七左衛門村、越巻村、

大間野村を含む)

1,020.630石

七左衛門村 1,102.6865石

越巻村 356.764石

大間野村 589.838石

岩槻領 正保(「武蔵田園簿」) 岩槻領 元禄(「元禄郷帳」)

末田村(寛文二年：土屋領) 725.832石 末田村 738石余

／ ／ 谷中村 300石余／三ツ新田37石

西新井村(寛文二年：土屋領)

(後の長島村を含む)

1,107.636石 西新井村 1,110.007石

長島村 168.231石

小曽川村(寛文二年：土屋領) 455.495石 小曽川村 455.495石

寛文二年以降

土屋領(五千石分)
4,873.851 石 ／ ／

寛文九年以降

土屋領(七千石分)
6,896.796 石 ／ ／
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「岩槻領(現越谷市内・元荒川右岸のみ)」の「四ヶ村」

『新編武蔵風土記稿』［第三期］第十巻、雄山閣、1963、143～146頁

※加藤 幸一氏作成の「絵図」をトレースして加筆

「越ヶ谷領」の「一宿一町十一ヶ村」(「寺領」を含む)

『新編武蔵風土記稿』［第三期］第十巻、雄山閣、1963、147～154頁

※加藤 幸一氏作成の「絵図」をトレースして加筆
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「土屋領」(寛文九年(1669)六月二十五日以降)の「九ヶ村」

(「寺領」を含む)

『土浦市史』、土浦市史編さん委員会編、土浦市史刊行会、1975、附録

を筆者が再解釈 ※加藤 幸一氏作成の「絵図」をトレースして加筆

「土屋領」(寛文二年(1662)二月二十二日以降)の「七ヶ村」

(「寺領」を含む)

『土浦市史』、土浦市史編さん委員会編、土浦市史刊行会、1975、附録

を筆者が再解釈 ※加藤 幸一氏作成の「絵図」をトレースして加筆


